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一

は
じ
め
（
１
）
に

こ
れ
ま
で
は
英
仏
法
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
法
が
優
勢
な
時
代
で
あ
っ
た
が
、
明
治
一
四
年
の
政
変
に
よ
り
大
隈
重
信
が
下
野
し
た
の
を

契
機
と
し
て
、
次
第
に
ド
イ
ツ
法
が
優
勢
と
な
り
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
強
力
な
中
央
集
権
国
家
を
め
ざ
す
明
治
政
府
が
、
政
治
及
び

文
化
に
つ
い
て
の
模
範
国
を
プ
ロ
シ
ア
と
認
識
し
、
プ
ロ
シ
ア
憲
法
に
範
を
と
る
欽
定
憲
法
制
定
を
め
ざ
す
と
と
も
に
、
統
一
ド
イ
ツ

法
を
国
内
法
制
定
に
あ
た
っ
て
の
模
範
と
す
る
方
向
づ
け
を
行
い
、
そ
れ
を
実
行
に
移
し
た
時
期
で
あ
り
、
ま
た
、
同
時
に
明
治
一
四

年
に
は
政
府
の
委
託
を
受
け
て
ロ
エ
ス
レ
ル
が
商
法
草
案
の
作
成
を
開
始
し
、
一
七
年
に
は
そ
れ
を
完
成
さ
せ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
明
治
一
五
年
か
ら
二
三
年
の
旧
商
法
制
定
に
至
る
ま
で
の
期
間
を
と
り
あ
げ
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
会
社
機
関

及
び
監
査
役
制
度
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
り
、
ロ
エ
ス
レ
ル
商
法
草
案
（
以
下
、
商
法
草
案
と
呼
ぶ
）
及
び
旧
商
法
（
明
治
二
三
年

制
定
商
法
、
以
下
同
じ
）
制
定
が
会
社
機
関
及
び
そ
の
一
部
を
構
成
す
る
監
査
役
制
度
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
を
検
討
し

た
い
。

國

井

法

夫

日
本
に
お
け
る
監
査
役
制
度
の
定
着
過
程
に
つ
い
て

―
―
明
治
一
五
年
か
ら
明
治
二
三
年
ま
で
の
監
査
役
制
度
―
―
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二

旧
商
法
制
定
に
至
る
ま
で
の
監
査
役
制
度
に
つ
い
て

�

官
許
の
会
社

﹇
鉄
道
会
社
﹈

有
限
責
任
北
海
道
炭
鉱
鉄
道
会
社
（
明
治
二
二（
２
）

年
）

明
治
一
九
年
一
月
北
海
道
庁
初
代
長
官
に
就
任
し
た
岩
村
通
俊
は
北
海
道
に
お
け
る
公
正
な
官
有
物
払
下
げ
並
び
に
貸
し
下
げ
方
針

を
打
ち
出
し
、
将
来
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
会
社
に
は
償
還
を
据
置
く
と
と
も
に
、
民
営
事
業
に
対
し
て
年
五
分
ま
で
の
利
子
保
証

等
の
積
極
的
な
保
護
助
長
策
を
行
な
い
、
道
内
の
産
業
に
活
気
を
与
え
る
努
力
を
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
鉄
道
と
炭
鉱
を
所

有
す
る
北
有
社
が
設
立
さ
れ
、
そ
の
前
途
が
有
望
視
さ
れ
た
。
だ
が
、
同
社
は
冬
の
期
間
に
は
札
幌
以
東
の
列
車
の
運
転
を
休
止
す
る

と
い
う
よ
う
な
消
極
的
な
経
営
で
あ
っ
た
た
め
に
道
民
か
ら
は
不
評
を
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
不
満
を
持
っ
て
い
た
北
海
道
庁

第
二
部
長
堀
基
は
、
同
社
が
保
有
す
る
鉄
道
・
炭
鉱
の
営
業
権
を
道
庁
へ
返
還
さ
せ
た
後
、
再
度
政
府
よ
り
払
下
げ
を
受
け
る
形
で
同

社
を
引
き
継
い
で
全
道
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
決
意
し
、
職
を
辞
し
た
。
堀
は
明
治
二
二
年
六
月
か
ら
創
立
準
備
に
と
り
か
か
り
、

発
起
人
を
渋
沢
栄
一
、
森
岡
昌
純
、
原
六
郎
他
総
勢
一
三
名
と
し
て
出
発
す
る
こ
と
に
し
、
資
本
金
を
六
五
〇
万
円
、
有
限
責
任
と
す

る
と
と
も
に
、
手
宮
幌
内
間
及
び
幌
内
太
幾
春
別
間
の
官
有
鉄
道
、
幌
内
炭
鉱
の
払
下
げ
、
幾
春
別
炭
鉱
と
空
知
・
夕
張
の
鉱
区
譲
受

け
等
を
同
社
の
根
本
事
項
と
し
て
決
定
し
た
。
ま
た
、
同
社
も
日
本
鉄
道
会
社
と
同
様
に
「
命
令
書
」
に
よ
り
鉄
道
新
設
の
た
め
の
資

本
投
資
に
対
す
る
利
子
補
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
同
社
の
原
始
定
款
を
み
る
と
、

「
第
四
章

役
員
及
び
其
権
限

第
二
〇
条

本
会
社
重
役
ト
称
ス
ル
者
左
ノ
如
シ

論 説

（阪大法学）５４（１―１６６）１６６〔２００４．５〕



社

長

一

名

副

社

長

一

名

理

事

三
名
以
内

常

議

員

五
名
以
内

検

査

役

二

名

但
シ
副
社
長
ハ
時
宜
ニ
ヨ
リ
置
カ
サ
ル
コ
ト
ア
リ
且
検
査
役
ハ
如
何
ナ
ル
場
合
ニ
於
ケ
ル
モ
本
会
社
ニ
在
リ
他
ノ
重
役
以
下
ヲ
兼
ヌ
ル

事
ヲ
得
ス

第
二
一
条

本
会
社
ノ
重
役
ハ
本
会
社
ノ
株
式
百
株
以
上
ヲ
所
有
シ
現
ニ
之
ヲ
所
有
シ
タ
ル
後
六
ヶ
月
以
上
経
タ
ル
者
ノ
中
ヨ
リ
株
主
総
会
ニ
於

テ
之
ヲ
選
挙
ス
ヘ
シ

但
シ
正
副
社
長
及
理
事
ノ
選
任
ハ
政
府
ヨ
リ
本
会
社
新
設
鉄
道
資
本
ノ
利
子
保
護
若
ハ
補
給
ヲ
受
ク
ル
年
限
間
ハ
官
選
ヲ
請
フ
モ
ノ

ト
ス

第
二
二
条

本
会
社
重
役
ノ
在
職
年
限
ハ
正
副
社
長
理
事
及
常
議
員
ハ
各
三
年
ト
シ
検
査
役
ハ
二
年
ト
ス
尤
モ
再
選
ニ
依
テ
重
任
ス
ル
事
ヲ
得
ヘ

シ

第
三
三
条

本
会
社
ノ
検
査
役
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
担
当
ス

第
一

社
長
ノ
事
務
取
扱
ハ
法
律
定
款
及
株
主
総
会
常
議
員
会
ノ
議
決
ニ
違
フ
ナ
キ
ヤ
否
ヤ
ヲ
監
視
ス
ル
事

第
二

毎
期
資
本
勘
定
収
益
勘
定
ヲ
検
定
シ
其
意
見
ヲ
株
主
総
会
ニ
提
出
ス
ル
事

但
検
査
役
本
条
執
行
上
必
要
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
本
会
社
ノ
諸
帳
簿
其
他
ノ
書
類
ヲ
展
閲
シ
テ
之
カ
説
明
ヲ
求
メ
財
本
及
営
業
ノ

現
況
ヲ
検
査
ス
ル
事
ヲ
得

第
五
章

株
主
総
会

第
三
六
条

本
会
社
ノ
臨
時
総
会
ハ
社
長
又
ハ
検
査
役
ニ
於
テ
必
要
ト
認
ム
ル
時
又
ハ
株
主
人
員
二
十
五
名
以
上
ニ
シ
テ
其
所
有
株
数
本
会
社
総

株
数
ノ
三
分
ノ
一
以
上
ニ
当
ル
者
ヨ
リ
請
求
ス
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
開
ク
コ
ト
ヲ
得
」

こ
の
時
期
に
な
る
と
定
款
等
の
規
定
は
一
段
と
整
備
さ
れ
て
く
る
。
同
社
は
役
員
選
出
に
つ
い
て
、
政
府
よ
り
利
子
補
給
を
受
け
る

日本における監査役制度の定着過程について
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間
、
重
役
の
う
ち
正
副
社
長
及
び
理
事
は
官
選
と
規
定
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
一
〇
〇
株
以
上
の
株
主
か
ら
重
役
を
選
出
す
る
と
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
重
役
選
出
資
格
と
し
て
株
主
た
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
点
は
、
一
八
六
七
年
フ
ラ
ン
ス
会
社
法
及
び
イ
ギ
リ
ス

会
社
法
の
影
響
と
考
え
ら
れ
、
商
法
草
案
及
び
旧
商
法
に
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
株
主
総
会
に
お
い
て
選
出
さ
れ
る
の
は

常
議
員
五
名
以
内
と
検
査
役
二
名
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
次
に
、
役
職
に
よ
る
任
期
（
正
副
社
長
三
年
と
検
査
役
二
年
）
の
違
い

は
、
ロ
エ
ス
レ
ル
の
商
法
草
案
第
二
二
四
条
・
第
二
三
〇
条
及
び
旧
商
法
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ（
３
）

る
。
さ
ら
に
、
検
査
役

の
職
務
に
つ
い
て
も
整
備
さ
れ
て
お
り
、
定
款
第
三
三
条
第
一
項
に
お
い
て
は
検
査
役
の
業
務
監
査
権
（
適
法
性
監
査
）
を
、
第
二
項

に
お
い
て
は
検
査
役
の
会
計
監
査
権
を
認
め
、
商
法
草
案
並
び
に
旧
商
法
の
規
定
と
そ
の
内
容
に
お
い
て
大
き
な
相
違
点
は
な
く
、
こ

れ
ら
の
規
定
に
そ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

既
述
の
ご
と
く
、
同
社
は
官
許
の
会
社
の
た
め
利
益
補
給
を
受
け
る
間
、
正
副
社
長
及
び
理
事
が
官
選
と
さ
れ
、
政
府
の
関
与
が
重

役
の
人
事
権
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
従
っ
て
、
同
社
が
利
益
補
給
を
受
け
な
け
れ
ば
、
各
重
役
は
株
主
総
会
の
選
挙
に
よ
り
別
々
に
選

出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
日
本
独
特
の
選
出
方
法
（
日
本
型
）
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
検
査
役
の
人
数
に
つ
い
て
は
商
法
草
案
・
旧

商
法
の
規
定
と
異
な
る
も
の
の
、
こ
れ
以
外
は
そ
の
内
容
を
先
取
り
す
る
形
で
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

﹇
海
運
会
社
﹈

�
有
限
共
同
運
輸
会
社
（
明
治
一
五（
４
）

年
）

同
社
は
明
治
一
四
年
の
政
変
に
よ
る
大
隈
重
信
失
脚
以
降
、
彼
と
深
い
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
三
菱
を
追
い
落
と
す
た
め
、
表
面
上
は

�
外
国
船
に
対
抗
す
る
必
要
が
あ
る
。
�
三
菱
の
海
運
独
占
を
打
破
す
る
必
要
が
あ
る
。
等
の
理
由
を
あ
げ
て
、
当
時
の
井
上
外
相
・

品
川
農
商
務
大
輔
等
が
中
心
と
な
り
東
京
風
帆
船
、
北
海
道
運
輸
越
中
風
帆
船
の
三
社
の
合
併
に
よ
る
新
し
い
海
運
会
社
の
創
設
を
働

き
か
け
、
三
井
・
渋
沢
・
大
倉
等
の
資
産
家
と
地
方
の
海
運
業
者
に
出
資
を
募
り
、
共
同
運
輸
会
社
を
設
立
す
る
に
至
っ
た
。
農
商
務

論 説
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省
は
明
治
一
五
年
八
月
二
六（
５
）

日
命
令
書
を
同
社
に
下
付
し
、
同
年
一
一
月
八
日
に
は
定
款
及
び
創
立
規
約
（
同
年
一
〇
月
二
三
日
農
商

務
省
へ
届
け
出
）
が
承
認
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
資
本
金
を
三
〇
〇
万
円
（
内
一
三
〇
万
円
は
政
府
、
残
り
一
七
〇
万
円
は
民
間
の
出

資
―
「
命
令
書
」
第
八
条
、
一
株
五
〇
円
―
「
定
款
」
第
九
条
、
明
治
一
五
年
一
二
月
一
四
日
更
正
に
よ
り
資
本
金
は
六
〇
〇
万
円
と

な
る
）
と
し
、
有
限
責
任
（「
定
款
」
第
四
条
）
と
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
資
本
金
の
使
途
と
し
て
政
府
に
お
い
て
戦
時
非
常
時
に
際

し
、
供
用
す
る
に
た
る
（「
命
令
書
」
第
一
条
）
汽
船
の
製
造
に
二
三
〇
万
円
及
び
帆
船
の
製
造
に
六
〇
万
円
（
二
年
以
上
経
過
し
た

船
舶
の
購
入
不
可
―
「
同
書
」
第
一
二
条
）
を
あ
て
、
営
業
資
本
に
一
〇
万
円
を
あ
て
る
（「
同
書
」
九
条
）
こ
と
と
し
、
配
当
金
は

最
高
年
二
分
（「
同
書
」
第
二
条
）
と
し
た
。
ま
た
、
正
副
社
長
（
一
〇
〇
株
以
上
の
株
主
―
「
定
款
」
第
二
三
条
）
・
取
締
役

（
六

〇
株
以
上
の
株
主
―
「
定
款
」
第
二
三
条
）
等
の
重
役
は
株
主
中
よ
り
公
選
す
る
も
の
の
、
政
府
の
認
可
が
必
要
（「
同
書
」
第
一
一

条
）
と
す
る
と
と
も
に
、「
本
社
ノ
業
務
及
ヒ
帳
簿
ハ
政
府
ニ
於
テ
常
ニ
監
督
官
ヲ
命
シ
若
シ
ク
ハ
臨
時
検
査
官
ヲ
派
出
シ
テ
之
ヲ
検

査
セ
シ
メ
不
整
ノ
件
ア
レ
ハ
之
ヲ
矯
正
セ
シ
ム
ヘ
シ
」（「
同
書
」
第
一
五
条
）
と
し
て
政
府
の
同
社
に
対
す
る
業
務
並
び
に
会
計
に
つ

い
て
の
監
督
姿
勢
を
明
確
に
し
た
。
同
社
の
定
款
に
お
け
る
監
査
役
に
関
す
る
規
定
は
、

「
第
五
章

役
員
及
責
任

第
二
二
条

當
会
社
ノ
役
員
ト
称
ス
ル
モ
ノ
ハ
左
ノ
如
シ

社

長

一
名

副

社

長

一
名

取

締

役

四
名
ヨ
リ
一
〇
名
マ
テ

理

事

無
定
員

支

配

人

同

（
以
下
、
省
略
）

第
二
三
条

正
副
社
長
ハ
百
株
取
締
役
ハ
六
十
株
以
上
ヲ
所
持
ス
ル
株
主
ヨ
リ
例
式
総
会
ニ
於
テ
撰
挙
シ
農
商
務
卿
ノ
認
可
ヲ
得
テ
上
任
ス
ル
モ

日本における監査役制度の定着過程について
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ノ
ト
ス

第
二
七
条

社
長
ハ
会
社
ノ
事
務
ヲ
総
括
シ
営
業
一
切
ノ
責
ニ
任
ス

第
二
九
条

取
締
役
ハ
会
社
一
切
ノ
行
務
ヲ
監
察
シ
且
ツ
営
業
上
ノ
事
ニ
付
キ
意
見
ヲ
社
長
ニ
陳
ヘ
又
同
僚
ノ
衆
議
ヲ
以
テ
臨
時
総
会
ヲ
催
ス
ノ

権
ア
ル
ヘ
シ

第
三
〇
条

取
締
役
ハ
其
同
僚
中
又
ハ
社
長
ニ
於
テ
職
任
不
適
当
ノ
行
為
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
同
僚
半
数
以
上
ノ
同
意
ヲ
得
テ
株
主
臨
時
総
会

ヲ
催
ス
ノ
権
ア
リ
ト
ス

但
此
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
事
由
ヲ
株
主
ニ
証
明
ス
ヘ
シ

第
三
一
条

理
事
役
ハ
重
役
会
議
ヲ
以
テ
取
締
役
ノ
内
ヨ
リ
之
ヲ
推
撰
シ
本
支
店
及
代
理
店
ノ
事
務
ヲ
管
理
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
六
章

重
役
会
議

第
三
七
条

正
副
社
長
取
締
役
ノ
会
議
ヲ
重
役
会
議
ト
称
ス

第
九
章

計
算

第
五
四
条

當
会
社
ハ
総
テ
複
記
ノ
法
ヲ
以
テ
明
細
正
確
ナ
ル
帳
簿
ヲ
製
シ
置
キ
政
府
ノ
検
査
官
又
ハ
株
主
ノ
検
閲
ニ
供
ス
可
シ
」

上
記
の
定
款
の
内
容
を
示
す
と
図
―
１
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
同
社
の
重
役
の
選
任
の
方
法
は
正
副
社
長
・
取
締
役
（
同
社
で

は
こ
の
役
職
名
が
監
査
役
の
職
務
を
担
っ
て
い
る
）
の
そ
れ
ぞ
れ
を
例
式
総
会
に
お
い
て
選
出
す
る
（
第
二
三
条
）
と
規
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
及
び
臨
時
株
主
総
会
招
集
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
型
（
式
）
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

上
述
の
よ
う
に
監
査
役
の
職
務
を
は
た
し
て
い
る
の
が
取
締
役
で
あ
り
（
第
二
九
条
・
三
〇
条
）、
商
法
草
案
の
名
称
を
そ
の
ま
ま
使

用
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
職
務
内
容
は
「
会
社
一
切
の
行
務
を
監
察
す
る
」
権
限
を
持
つ
と
と
も
に
、
社
長
・
そ
の
他
の
役
員
に
不

適
当
な
行
為
が
認
め
ら
れ
た
時
は
株
主
臨
時
総
会
を
招
集
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
同
社
の
株
式
の
保
有
数
か
ら
見
る
と
、
正

副
社
長
は
一
〇
〇
株
以
上
の
保
有
者
よ
り
選
出
さ
れ
る
の
に
対
し
、
取
締
役
は
六
〇
株
以
上
で
あ
り
、
そ
の
職
位
は
階
層
化
さ
れ
て
は

い
る
も
の
の
、
取
締
役
（
監
査
役
―
引
用
者
）
は
業
務
監
査
権
・
臨
時
株
主
総
会
の
招
集
権
を
持
っ
て
お
り
、
監
査
役
と
し
て
の
身
分
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上
並
び
に
職
務
上
の
独
立
性
が
与
え
ら
れ
、
一
八
六
七
年
フ
ラ
ン
ス
会
社

法
・
商
法
草
案
の
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
監
査
役
の
重

要
な
職
務
の
一
つ
で
あ
る
会
計
監
査
に
つ
い
て
は
、
同
社
の
定
款
は
不
明

確
に
し
か
規
定
し
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
取
締
役
（
監
査
役
）
の
職
務

と
さ
れ
る
「
会
社
一
切
の
行
務
」
を
監
察
す
る
権
限
（
第
二
九
条
）
に
会

計
監
査
が
含
ま
れ
る
と
解
釈
す
る
な
ら
ば
取
締
役
は
そ
の
権
限
を
持
っ
て

い
る
と
判
断
さ
れ
る
が
、
第
五
四
条
の
規
定
に
も
会
社
の
計
算
は
複
式
簿

記
法
に
よ
り
帳
簿
を
作
成
し
、
政
府
の
検
査
官
或
い
は
株
主
に
そ
の
閲
覧

を
認
め
る
と
し
か
規
定
し
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
同
社
は
政
府
の
「
命

令
書
」
第
一
五
条
の
規
定
に
よ
る
政
府
の
監
督
官
な
い
し
臨
時
検
査
官
の

会
計
検
査
に
依
存
し
、
自
社
の
取
締
役
（
監
査
役
―
引
用
者
）
に
よ
る
会

計
監
査
を
規
定
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
。
ま
た
、
明
治
初
期
に
欧
米
か
ら

導
入
さ
れ
た
複
式
簿
記
法
に
よ
る
会
計
表
示
を
採
用
す
る
こ
と
を
こ
の
時

期
に
わ
ざ
わ
ざ
明
記
し
た
の
は
、
ま
だ
、
複
式
簿
記
が
一
般
企
業
に
採
用

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

�
日
本
郵
船
株
式
会
社
（
明
治
一
八
年
九
月
）

初
期
の
三
菱
に
お
け
る
中
心
的
事
業
は
海
運
業
で
あ
っ
た
。
一
八
七
四

年
に
起
き
た
台
湾
の
役
に
際
し
、
当
時
、
郵
便
汽
船
三
菱
会
社
（
以
下
、

図―１

理事役
（取締役より選任）

推

撰

監

察

取締役（６０株以上）
４～１０名

例 式 総 会

選出

監

察

支 配 人

副 支 配 人

手 代

選出
意

見

監

察

正副社長（１００株以上）
各１人

重 役 会
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三
菱
と
略
称
）
の
競
争
相
手
で
あ
っ
た
「
日
本
郵
便
蒸
気
船
会
社
は
国
内
の
海
運
掌
握
を
ね
ら
い
、
軍
事
物
資
の
輸
送
を
拒（
６
）

否
」
し
た
。

一
方
、
岩
崎
は
当
時
の
「
大
蔵
卿
大
隈
重
信
、
内
務
卿
大
久
保
利
通
と
親
し
く
、
三
菱
の
船
舶
を
提
供
す
る
こ
と
を
願
い（
７
）

出
」
て
、
軍

事
輸
送
に
あ
た
っ
た
。
こ
れ
以
降
、
政
府
は
三
菱
に
対
し
て
海
運
業
の
育
成
の
た
め
政
府
補
助
を
決
定
し
、
台
湾
の
役
で
購
入
し
た
船

舶
を
三
菱
に
無
償
下
げ
渡
し
、
運
航
費
補
助
、
海
員
養
成
費
補
助
、
明
治
八
年
に
は
経
営
に
行
き
詰
ま
っ
た
日
本
郵
便
蒸
気
船
会
社
の

船
舶
政
府
買
上
げ
、
三
菱
へ
無
償
下
げ
渡
し
等
を
矢
継
ぎ
早
に
行
っ
た
。
明
治
一
〇
年
に
起
こ
っ
た
西
南
戦
争
に
お
い
て
も
三
菱
は
物

資
・
兵
員
の
輸
送
で
巨
額
の
利
益
を
あ
げ
た
。
だ
が
、
明
治
一
一
年
に
三
菱
に
好
意
的
で
あ
っ
た
大
久
保
が
暗
殺
さ
れ
、
さ
ら
に
明
治

一
四
年
の
政
変
で
大
隈
が
失
脚
し
た
後
、
明
治
一
五
年
二
月
に
政
府
か
ら
三
菱
へ
与
え
ら
れ
た
第
三
「
命
令
書
」
後
は
、
薩
長
政
府
の

三
菱
攻
撃
が
始
ま
っ
た
。
政
府
は
三
菱
へ
の
保
護
政
策
を
変
更
し
て
経
営
に
干
渉
し
始
め
る
と
と
も
に
、
東
京
風
帆
船
・
北
海
道
運
輸

・
越
中
風
帆
船
の
三
社
を
合
併
さ
せ
て
共
同
運
輸
会
社
を
設
立
し
、
新
船
を
購
入
し
て
政
府
出
資
分
と（
８
）

し
て
同
社
に
資
本
参
加
す
る
形

で
援
助
を
行
っ
た
。
こ
の
共
同
運
輸
会
社
は
明
治
一
六
年
一
月
か
ら
営
業
を
開
始
し
、
各
航
路
で
三
菱
と
激
烈
な
競
争
を
展
開
す
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
後
、
両
社
は
ス
ピ
ー
ド
競
争
・
運
賃
の
値
下
げ
競
争
等
で
両
社
と
も
に
経
営
状
態
を
悪
化
さ
せ
共
倒
れ
の
危
機
が
生

じ
る
に
至
っ
た
。
そ
こ
で
政
府
は
明
治
一
八
年
三
月
に
両
社
の
調
停
を
行
い
、
和
解
協
定
を
成
立
さ
せ
た
。
だ
が
、
ま
だ
そ
の
成
果
が

あ
が
ら
な
い
間
に
再
び
競
争
状
態
に
な
っ
た
た
め
、
政
府
は
つ
い
に
一
八
年
九
月
に
両
社
を
合
併
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
に
日
本
郵

船
会
社
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
日
本
郵
船
会
社
へ
の
政
府
の
命
令
書
並
び
に
原
始
定
款
に
は
、

「
命
令（
９
）

書
（
明
治
一
八
年
九
月
二
九
日
付
農
商
務
卿
よ
り
下
付
）

第
七
条

政
府
ハ
其
会
社
ノ
株
金
全
額
ニ
対
シ
開
業
ノ
日
ヨ
リ
一
五
ケ
年
間
其
利
益
年
八
歩
ニ
達
セ
サ
ル
時
ハ
之
ヲ
補
給
ス
ヘ
シ

（
改
正
）
明
治
二
〇
年
一
一
月
三
〇
日
付
左
記
命
令
を
も
っ
て
改
正
さ
れ
た
『
命
令
書
第
七
条
補
給
金
ハ
其
社
資
本
ノ
増
減
収
入
ノ
多
少

ニ
拘
ハ
ラ
ス
同
条
ニ
記
載
セ
ル
年
限
中
毎
年
金
八
八
万
円
宛
下
付
ス
ヘ
シ
』
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第
三
一
条

其
会
社
本
支
店
ノ
挙
措
其
他
会
社
ノ
事
務
執
行
方
法
ヲ
定
ム
ル
ハ
社
長
ノ
権
ニ
在
リ
ト
雖
モ
其
執
行
ノ
整
否
ニ
依
リ
政
府
ノ
損
失
ヲ

生
ス
ヘ
キ
事
件
ニ
付
テ
ハ
農
商
務
卿
ヨ
リ
命
シ
テ
更
正
セ
シ
ム
ヘ
シ

第
三
二
条

其
会
社
総
会
ニ
於
テ
決
定
シ
タ
ル
事
件
ト
雖
モ
農
商
務
卿
ノ
認
許
ヲ
得
ル
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
之
ヲ
執
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ス

第
三
三
条

何
等
事
故
ア
ル
モ
政
府
ノ
認
可
ヲ
得
ス
シ
テ
新
ニ
負
債
ヲ
起
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

第
三
四
条

政
府
ハ
会
計
監
査
官
ヲ
命
シ
会
社
ノ
会
計
ヲ
監
査
セ
シ
メ
不
整
ノ
件
ハ
命
シ
テ
之
ヲ
矯
正
セ
シ
ム
ヘ
シ

第
三
六
条

政
府
ハ
其
会
社
ノ
業
務
ヲ
監
督
シ
此
命
令
書
ノ
明
条
ニ
違
背
シ
又
ハ
公
益
ヲ
害
シ
若
ク
ハ
其
会
社
ノ
不
利
ト
認
ム
ル
事
件
ハ
之
ヲ
制

止
シ
又
ハ
営
業
ヲ
禁
止
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

原
始
定
款
（
明
治
一
八
年
一
一
月
七
日
付
農
商
務
卿
認
可
）

第
五
章

役
員
及
責
任

第
一
八
条

当
会
社
ノ
役
員
ト
称
ス
ル
モ
ノ
ハ
左
ノ
如
シ

社

長

一
名

副

社

長

一
名

理

事

定
員
ナ
シ

監

督

（
以
下
、
省
略
）

第
一
九
条

正
副
社
長
及
理
事
ハ
保
証
期
限
一
五
ケ
年
間
農
商
務
卿
ニ
於
テ
特
命
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
二
二
条

社
長
ハ
会
社
全
体
ノ
責
ニ
任
シ
百
般
ノ
事
務
ヲ
統
轄
シ
支
配
人
以
下
ノ
役
員
ヲ
撰
任
シ
及
ヒ
給
料
ヲ
定
メ
又
ハ
之
ヲ
進
退
ス
ヘ
シ

第
八
章

計

算

第
四
七
条

当
社
ハ
総
テ
複
記
ノ
法
ヲ
以
テ
明
細
正
確
ナ
ル
帳
簿
ヲ
製
シ
置
キ
政
府
ノ
監
査
官
又
ハ
株
主
ノ
検
閲
ニ
供
ス
ヘ
シ
」

と
あ
り
、
政
府
が
日
本
郵
船
会
社
を
い
か
に
手
厚
く
保
護
し
て
い
た
か
が
わ
か
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
は
命
令
書
第
七
条
の
政
府
か
ら

の
利
益
補
給
で
あ
る
。
明
治
一
八
年
に
政
府
は
同
社
に
対
し
て
開
業
よ
り
一
五
年
間
利
益
が
年
八
分
に
達
し
な
い
時
は
利
益
補
給
を
行

う
保
証
を
し
、
さ
ら
に
明
治
二
二
年
の
改
正
に
お
い
て
は
利
益
の
多
少
に
か
か
わ
ら
ず
政
府
は
八
八
万
円
を
下
付
す
る
と
い
う
よ
う
な
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手
厚
い
保
護
政
策
を
実
施
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
利
益
補
給
に
よ
る
企
業
保
護
政
策
を
実
施
す
る
代
わ
り
に
、
政
府
は
次
の
よ
う
な

こ
と
を
命
令
書
に
よ
り
日
本
郵
船
会
社
に
要
求
し
た
。
�
政
府
に
損
失
が
発
生
す
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
に
社
長
の
業
務
執
行
権
を
制
限

で
き
る
（
三
一
条
）。
�
株
主
総
会
で
の
決
定
事
項
と
い
え
ど
も
農
商
務
卿
の
許
可
な
し
に
は
執
行
は
で
き
な
い
（
三
二
条
）。
�
政
府

の
許
可
な
し
に
新
た
な
負
債
を
増
や
す
こ
と
は
で
き
な
い
（
三
三
条
）。
�
政
府
は
会
計
監
査
官
を
派
遣
し
、
会
計
を
監
査
さ
せ
る
（
三

四
条
）。
ま
た
、
上
記
以
外
に
政
府
は
同
社
に
対
す
る
命
令
書
の
条
文
に
違
反
す
る
行
為
、
公
益
を
阻
害
す
る
行
為
並
び
に
同
社
が
不

利
益
を
こ
う
む
る
行
為
の
禁
止
（
三
六
条
）
等
を
要
求
し
て
い
る
。
原
始
定
款
に
お
い
て
は
一
五
年
に
わ
た
る
利
益
保
証
期
間
の
間
は

正
副
社
長
及
び
理
事
は
農
商
務
卿
に
よ
り
命
じ
ら
れ
る
（
定
款
一
九
条
）
こ
と
と
し
、
さ
ら
に
同
社
の
帳
簿
に
つ
い
て
は
複
式
簿
記
法

に
よ
り
記
帳
さ
れ
た
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
政
府
が
派
遣
し
た
監
査
官
に
よ
る
検
閲
の
義
務
を
規
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
同
社
の
利

益
配
当
に
関
す
る
最
終
決
定
権
に
つ
い
て
も
政
府
が
掌
握
す
る
と
い
う
状（
１０
）

況
で
あ
っ
た
。

以
上
か
ら
会
社
機
関
を
示
す
と
図
―
２
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
郵
船
会
社
は
会
社
と
し
て
の
全
て
の
機
能
を
政
府
に
握
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
同
社
に
お
い
て
は
監
査
役
が
明
治
二
六
年
の

旧
商
法
一
部
実
施
ま
で
存
在
せ
ず
、
し
か
も
同
社
の
会
計
制
度
が
イ
ギ
リ
ス
よ
り
導
入

さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
監
査
が
会
計
監
査
の
み
に
限

定
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
政
府
派
遣
の
監
査
官
の
み
に
よ
る
監
査
を
行
う
と
い
う
政

府
の
管
理
下
に
置
か
れ
た
会
社
独
特
の
方
法
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
同
社
が

政
府
の
産
業
保
護
政
策
に
よ
り
利
益
補
給
を
受
け
る
会
社
で
あ
り
、
政
府
は
政
府
派
遣

の
監
査
官
に
よ
る
監
査
で
十
分
監
督
で
き
る
と
考
え
て
い
た
と
想
像
で
き
る
の
で
あ
る
。

図―２

［政 府］
農商務卿・会計監査官

会

計

監

査

株 主 総 会

社 長

副 社 長

理 事

特

命
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同
社
の
こ
の
よ
う
な
会
社
機
関
構
造
は
い
わ
ゆ
る
政
府
の
殖
産
興
業
政
策
に
よ
る
保
護
と
干
渉
の
時
代
の
典
型
的
な
産
物
と
考
え
ら
れ

る
。

�

一
般
会
社

�
有
限
責
任
平
野
紡
績
会
社
（
明
治
二
〇（
１１
）

年
）

同
社
は
明
治
二
〇
年
三
月
二
五
日
に
一
四
代
末
吉
勘
四
郎
他
一
〇
名
の
発
起
人
に
よ
り
大
阪
府
住
吉
郡
平
野
泥
堂
町
に
資
本
金
二
五

万
円
で
設
立
さ
れ
た
。
同
社
の
目
的
は
「
地
方
ノ
産
綿
ヲ
製
糸
ト
シ
専
ラ
内
国
ノ
需
用
ニ
供
シ
且
海
外
ノ
輸
入
綛
糸
ヲ
防
ク
コ
ト
ヲ
務

ム
」（
第
二
条
）
と
し
て
設
立
さ
れ
た
。
明
治
二
〇
年
八
月
に
同
社
の
技
術
者
と
し
て
採
用
さ
れ
た
の
が
周
知
の
通
り
、
菊
地
恭
三
で

あ
っ
た
。
同
社
の
原
始
定
款
に
は
、

「
第
三
章

役
員
権
限
及
ヒ
責
任

第
一
五
条

本
社
役
員
ト
称
ス
ル
者
左
ノ
通
リ

社

長

一
人

副

社

長

一
人

使
宜
之
ヲ
置
ク

取

締

二
人
以
上
四
人
以
下

支

配

人

一
人

手

代

無
定
員

第
一
六
条

社
長
ハ
本
社
ノ
定
款
ヲ
遵
守
シ
全
体
ノ
責
ニ
任
シ
百
般
ノ
事
務
ヲ
統
括
シ
支
配
人
以
下
及
ヒ
営
業
上
必
用
ナ
ル
役
員
ヲ
任
免
褒
黜
陟

シ
及
ヒ
支
配
人
以
上
ト
協
議
ノ
上
業
務
上
諸
規
則
ヲ
製
定
シ
執
行
ス
ル
ノ
権
ア
ル
ヘ
シ

第
一
八
条

取
締
ハ
本
社
一
般
ノ
事
業
及
ヒ
正
副
社
長
ノ
執
務
ヲ
監
督
シ
不
穏
当
ノ
行
為
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
速
カ
ニ
臨
時
集
会
ヲ
開
キ
衆
議

ニ
付
ス
ヘ
シ

第
八
章

役
員
撰
挙
交
替
及
ヒ
給
料

第
三
九
条

総
会
ニ
於
テ
投
票
ヲ
以
テ
五
〇
株
以
上
ノ
処
有
シ
タ
ル
株
主
中
ヨ
リ
取
締
若
干
人
ヲ
撰
挙
シ
当
撰
者
中
ヨ
リ
正
副
社
長
ヲ
互
撰
ス
ヘ

シ
但
最
初
第
一
回
ノ
撰
挙
ハ
本
条
ニ
依
ラ
ス
発
起
人
互
撰
ス
ヘ
シ
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第
四
五
条

本
社
役
員
ノ
月
給
ハ
左
ノ
通

第
一
一
章

簿
記
及
記
録

第
四
九
条

正
副
社
長
及
支
配
人
ハ
諸
帳
簿
ヲ
正
確
明
瞭
ニ
シ
月
表
及
ヒ
半
季
間
ノ
表
ヲ
製
ス
ベ
シ
」

同
社
は
ア
メ
リ
カ
型
の
会
社
機
関
を
採
用
し
て
お
り
、
ま
ず
、
取
締
を
五
〇
株
以
上
所
有
す
る
株
主
か
ら
選
出
し
、
そ
の
取
締
の
中

か
ら
互
選
に
よ
り
正
副
社
長
を
選
任
し
て
い
る
。
ま
た
、
残
り
の
取
締
は
「
本
社
一
般
ノ
事
業
及
ヒ
正
副
社
長
ノ
執
務
ヲ
監
督
」
す
る

と
と
も
に
、「
不
穏
当
ノ
行
為
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
速
カ
ニ
臨
時
集
会
ヲ
開
キ
衆
議
ニ
付
ス
ヘ
シ
」（
第
一
八
条
）
と
し
て
取
締
の
臨

時
集
会
招
集
権
を
認
め
、
取
締
に
明
確
な
職
務
上
の
独
立
性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
定
款
中
に
は
取
締
に
よ
る
会
計
監
査

権
に
つ
い
て
は
明
確
に
し
て
お
ら
ず
、
第
四
九
条
に
お
い
て
も
正
確
な
諸
帳
簿
の
作
成
を
正
副
社
長
及
び
支
配
人
に
義
務
付
け
を
し
て

い
る
の
み
で
、
取
締
に
よ
る
株
主
の
集
会
（
株
主
総
会
―
引
用
者
）
へ
の
会
計
監
査
の
報
告
権
も
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。

�
有
限
責
任
石
川
島
造
船
所
（
明
治
二
二
年
一
月
）

参 等

手 代

５円ヨリ
５０円マテ

弐 等
副 社 長
取締役支配人

２０円ヨリ
５０円マテ

壱 等

社 長

３０円ヨリ
７０円マテ
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当
初
、
平
野
富
二
が
個
人
経
営
と
し
て
平
野
造
船
所
を
営
ん
で
い
た
。
造
船
業
と
い
う
業
種
ゆ
え
に
設
備
投
資
は
多
額
の
資
金
が
必

要
で
あ
り
、
造
船
業
の
国
内
に
お
け
る
発
展
の
必
要
性
を
考
え
て
い
た
第
一
国
立
銀
行
頭
取
の
渋
沢
栄
一
も
平
野
の
依
頼
に
よ
り
積
極

的
に
融
資
を
行
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
も
限
界
が
あ
り
、
渋
沢
栄
一
は
明
治
一
九
年
華
族
の
鍋
島
家
・
伊
達
家
両
家
を
説
得

し
て
匿
名
組
合
を
組
織
し
、
平
野
の
事
業
を
援
助
し
た
。
や
が
て
、
明
治
二
一
年
末
に
は
こ
の
匿
名
組
合
を
軸
に
し
て
新
会
社
が
設
立

さ
れ
、
翌
二
二
年
一
月
に
資
本
金
を
一
七
万
五
〇
〇
〇
円
と
す
る
株
式
会
社
を
設
立
す
る
と
と
も
に
、
名
称
も
「
有
限
責
任
石
川
島
造

船
所
」
と
改
め
業
務
を
開
始
し
た
。
同
社
定
款
は
、
役
員
に
つ
い
て
三
〇
株
以
上
の
株
主
か
ら
三
名
の
委
員
を
選
び
、
そ
の
う
ち
の
一

人
を
常
務
委（
１２
）

員
と
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
「
委
員
」
と
い
う
役
職
は
商
法
草
案
に
お
け
る
「
取
締
役
」
と
区
別
す
る
た
め
に
付

け
ら
れ
た
役
職
の
名
称
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
創
立
当
初
の
同
社
は
常
務
委
員
（
社
長
―
引
用
者
）
を
平
野
富
二
、

委
員
を
渋
沢
栄
一
並
び
に
梅
浦
精
一
、
支
配
人
兼
所
長
心
得
を
進

経
太
、
そ
し
て
造
船
顧
問
と
し
て
三
好
晋
六
郎
（
帝
国
大
学
教

（
１３
）

授
）
を
迎
え
て
出
発
し
た
。
こ
の
よ
う
な
役
員
の
選
出
方
法
か
ら
、
同
社
は
明
ら
か
に
ア
メ
リ
カ
型
の
会
社
機
関
を
採
用
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
上
記
三
名
の
委
員
で
委
員
会
（
取
締
役
会
―
引
用
者
）
を
組
織
し
、
こ
の
会
の
議
決
に
よ
り
所
長
以
下
の
人
事
を
決
定
し
、

委
員
―
所
長
―
支
配
人
―
各
部
課
長
と
い
う
指
揮
命
令
系
統
の
会
社
組
織
に
さ
れ
る
と
と
も
に
、
委
員
会
は
株
主
に
対
し
て
そ
の
責
を

負
う
（
第
九
条
）
の
に
対
し
、
所
長
は
同
社
の
庶
務
一
切
を
統
括
す
る
（
第
二
〇
条
）
と
と
も
に
、
会
計
（
第
五
四
条
）
並
び
に
業
務

監
査
（
第
一
七
条
）
を
委
員
会
が
実
施
し
、
同
僚
に
お
け
る
職
任
不
適
当
な
所
為
つ
い
て
は
株
主
臨
時
総
会
を
招
集
し
て
退
職
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
（
第
一
七
条
）
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
明
ら
か
に
ア
メ
リ
カ
の
取
締
役
会
制
度
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
導
入
し
て
い

る
。こ

の
後
、
同
社
は
明
治
二
六
年
旧
商
法
一
部
実
施
に
あ
わ
せ
て
定
款
を
改
正
し
、「
第
一
八
条

株
主
ハ
通
常
総
会
ニ
於
テ
三
〇
株

以
上
ヲ
所
有
ス
ル
株
主
中
ヨ
リ
取
締
役
三
名
監
査
役
二
名
ヲ
撰
挙
ス
ベ（
１４
）

シ
」
と
規
定
し
て
商
法
の
規
定
ど
お
り
に
役
員
の
選
出
方
法
を

日本における監査役制度の定着過程について

（阪大法学）５４（１―１７７）１７７〔２００４．５〕



改
正
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第
二
三
条
に
お
け
る
監
査
役
の
業
務
監
査
権
に
つ
い
て
は
旧
商
法
と
同
じ
文
言
に
さ
れ
て
い（
１５
）

る
が
、
第
二

四
条
の
会
計
監
査
権
に
つ
い
て
の
後
半
の
文
言
、
す
な
わ
ち
「
検
査
結
果
ニ
関
シ
株
主
総
会
ニ
報
告
ヲ
爲
ス
コ（
１６
）

ト
」
の
部
分
が
欠
落
し

て
い
る
。
な
お
、
同
社
は
明
治
二
六
年
に
定
款
を
改
正
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
名
称
も
「
株
式
会
社
東
京
石
川
島
造
船
所
」
と
し
株
主

総
会
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
三
名
の
取
締
役
の
う
ち
互
選
に
よ
り
渋
沢
栄
一
が
初
代
取
締
役
会
長
に
、
監
査
役
に
は
所
有
株
数
第
三
位
・

四
位
（
明
治
二
五
年
の
時
点
）
の
松
田
源
五
郎
、
田
中
永
昌
が
就
任
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
同
社
は
旧
商
法
一
部
実
施
直
前
ま

で
ア
メ
リ
カ
型
の
会
社
機
関
を
採
用
し
て
い
た
。

小

括

以
上
、
明
治
一
五
年
か
ら
二
三
年
に
至
る
監
査
役
制
度
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
こ
の
時
期
は
、
明
治
一
四
年
か
ら
作
成
が
開
始
さ
れ

た
ロ
エ
ス
レ
ル
の
商
法
草
案
が
一
七
年
に
完
成
し
、
明
治
二
三
年
に
は
こ
れ
に
基
づ
く
商
法
が
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
両
者
が
こ

の
時
期
に
設
立
さ
れ
た
会
社
の
定
款
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
予
想
に
反
し
て
北
海
道
炭
鉱
鉄
道
を
例
外
と
し
て
、
こ
れ
ら
の

直
接
的
影
響
は
意
外
に
少
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
時
期
に
設
立
さ
れ
た
代
表
的
企
業
日
本
郵
船
株
式
会
社
は
政
府
に
よ
る
監
査
官
派
遣
に
よ
る
監
査
に
依
存
す
る
の
み
で
、
明
治

二
六
年
の
商
法
一
部
実
施
に
よ
る
同
社
の
定
款
改
正
に
至
る
ま
で
監
査
役
な
る
役
職
は
存
在
せ
ず
、
そ
れ
は
、
官
民
の
積
極
的
な
出
資

に
よ
り
設
立
さ
れ
た
共
同
運
輸
会
社
が
日
本
型
を
採
用
し
、
取
締
役
（
監
査
役
―
引
用
者
）
が
株
主
総
会
に
お
い
て
直
接
選
出
さ
れ
る

こ
と
に
よ
り
身
分
的
な
独
立
を
得
る
と
と
も
に
、
株
主
臨
時
総
会
招
集
権
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
職
務
上
の
独
立
も
得
て
、
業
務
監
査
を

実
施
す
る
と
い
う
厳
格
な
監
査
役
制
度
を
持
っ
て
い
た
事
実
と
好
対
照
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
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三

む

す

び

以
上
、
明
治
維
新
か
ら
明
治
二
三
年
に
至
る
ま
で
の
文
献
、
条
例
、
各
社
の
定
款
に
見
ら
れ
る
監
査
役
（
あ
る
い
は
監
査
役
の
職
務

を
果
た
す
役
職
名
、
以
下
同
じ
）
の
会
社
機
関
に
お
け
る
位
置
・
職
務
・
権
限
等
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。

こ
の
期
間
は
一
般
会
社
に
対
し
て
政
府
が
制
定
し
た
法
律
も
な
く
人
民
の
相
対
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
状
況
に
あ
り
、
当
然
、
会
社
機

関
及
び
そ
の
中
の
監
査
役
の
位
置
・
職
務
・
権
限
に
つ
い
て
も
自
由
に
設
定
で
き
る
状
況
に
あ
っ
た
。こ
の
た
め
、欧
米
諸
国
か
ら
色
々

な
会
社
機
関
及
び
監
査
役
制
度
が
導
入
さ
れ
、
多
様
な
形
の
会
社
機
関
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
こ
の
時
期
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ

の
よ
う
な
多
様
な
状
況
の
中
に
お
い
て
も
一
定
の
様
式
が
見
ら
れ
、
お
お
よ
そ
�
ア
メ
リ
カ
型
（
ア
メ
リ
カ
式
）、
�
日
本
型
（
日
本

式
）、
�
フ
ラ
ン
ス
型
（
フ
ラ
ン
ス
式
）、
�
イ
ギ
リ
ス
型
（
イ
ギ
リ
ス
式
）
に
大
別
で
き
る
と
と
も
に
、
旧
商
法
制
定
直
前
ま
で
ア
メ

リ
カ
型
の
会
社
機
関
あ
る
い
は
、
日
本
的
に
修
正
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
型
の
そ
れ
を
採
用
す
る
会
社
が
多
く
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
次

に
型
別
に
概
観
す
る
と
、

�
ア
メ
リ
カ
型
（
国
立
銀
行
等
条
例
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
会
社
・
一
般
会
社
等
）

伊
藤
博
文
の
提
唱
に
よ
り
ア
メ
リ
カ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
バ
ン
ク
・
ア
ク
ト
を
模
範
と
し
た
明
治
五
年
の
国
立
銀
行
条
例
の
制
定
に
よ

り
一
般
化
し
た
こ
の
タ
イ
プ
は
、
国
内
の
一
般
会
社
等
に
非
常
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
こ
の
型
で
は
、
株
主
総
会
で
選
出
さ
れ
た

取
締
役
に
よ
り
取
締
役
会
を
構
成
す
る
。
こ
の
取
締
役
会
は
、
業
務
執
行
者
を
選
任
し
、
取
締
役
会
が
決
定
し
た
経
営
政
策
に
従
っ
て

業
務
を
執
行
さ
せ
、
そ
の
執
行
状
況
を
監
督
す
る
の
が
本
来
の
姿
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
に
お
い
て
は
取
締
役
に
よ
り
互
選
さ
れ

た
代
表
取
締
役
が
業
務
執
行
者
を
兼
ね
る
例
が
多
く
、
こ
の
結
果
、
取
締
役
会
内
に
次
第
に
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
が
形
成
さ
れ
、
こ
れ
を
解

消
す
る
必
要
か
ら
、
別
に
監
査
役
を
設
け
て
業
務
監
査
権
及
び
臨
時
株
主
総
会
招
集
権
（
フ
ラ
ン
ス
会
社
法
の
影
響
）
を
与
え
る
こ
と
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に
よ
り
、
社
長
及
び
重
役
（
監
査
役
の
職
務
を
果
た
す
取
締
役
を
除
く
）
を
監
視
す
る
と
い
う
職
務
を
持
た
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従

っ
て
、
こ
の
意
味
か
ら
す
る
と
厳
密
に
は
日
本
的
に
修
正
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
型
と
い
え
る
。

�
日
本
型
（
一
般
会
社
・
銀
行
等
）

日
本
型
は
フ
ラ
ン
ス
及
び
イ
ギ
リ
ス
型
の
役
員
選
出
方
法
を
模
範
と
す
る
日
本
独
自
の
タ
イ
プ
で
あ
り
、
日
本
に
お
い
て
初
見
と
な

る
の
は
渋
沢
栄
一
著
『
立
会
略
則
』（
明
治
四
年
）
に
お
い
て
で
あ
り
、
株
主
総
会
に
お
い
て
正
副
社
長
（
正
副
頭
取
）、
取
締
役
、
監

査
役
等
各
役
職
を
別
々
に
選
出
す
る
こ
と
を
そ
の
特
徴
と
す
る
。
だ
が
、
監
査
役
が
ど
の
よ
う
な
権
限
（
役
員
の
不
正
行
為
に
対
す
る

臨
時
株
主
総
会
招
集
権
の
有
無
、
業
務
監
査
の
範
囲
が
正
副
社
長
ま
で
及
ぶ
か
否
か
、
監
査
結
果
に
つ
い
て
の
総
会
へ
の
報
告
権
の
有

無
）
を
持
っ
て
い
る
か
が
、
こ
れ
を
採
用
す
る
会
社
の
監
査
役
制
度
の
有
効
性
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
こ
の
よ
う
な
中
で
富
士
川

運
輸
会
社
等
が
一
般
会
社
で
あ
り
な
が
ら
、
明
治
九
年
に
は
明
確
な
監
査
役
制
度
を
備
え
る
に
至
っ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ

る
。

�
フ
ラ
ン
ス
型
（
三
井
銀
行
等
）

こ
の
型
は
、
現
在
に
お
け
る
日
本
の
監
査
役
制
度
の
原
型
を
な
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
創
立
当
初
の
三
井
銀
行
の
定
款
類
は
一
八

六
七
年
フ
ラ
ン
ス
会
社
法
を
参
照
し
て
作
成
さ
れ
、
会
社
の
機
関
構
造
を
株
主
総
会
（
株
主
一
同
、
立
法
の
機
能
）、
取
締
役
（
正
副

総
長
、
行
政
の
機
能
）、
監
査
役
（
監
事
役
、
司
法
の
機
能
）
の
三
権
分
立
構
造
に
す
る
と
と
も
に
、
監
査
役
に
厳
格
な
会
計
監
査
権

及
び
業
務
監
査
権
（
一
八
六
七
年
フ
ラ
ン
ス
会
社
法
は
こ
の
規
定
の
一
部
し
か
規
定
し
て
い
な
い
）
を
与
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
こ
の
型

の
特
徴
が
あ
り
、
後
に
、
こ
の
型
は
ド
イ
ツ
会
社
法
と
と
も
に
商
法
草
案
及
び
旧
商
法
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

�
イ
ギ
リ
ス
型
（
陸
運
元
会
社
・
明
治
生
命
保
険
会
社
等
）

こ
の
型
で
は
、
株
主
総
会
に
お
い
て
取
締
役
と
と
も
に
会
計
監
査
の
み
を
職
務
と
す
る
監
査
役
が
選
挙
で
選
出
さ
れ
る
。
こ
の
タ
イ
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プ
を
採
用
し
た
会
社
は
、
明
治
生
命
保
険
会
社
等
極
め
て
僅
か
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
型
も
日
本
型
も
株
主
総
会
に
お
い
て
監

査
役
を
取
締
役
と
は
別
に
直
接
選
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
監
査
役
の
身
分
的
な
独
立
を
も
た
ら
し
て
い
る
点
で
は
フ
ラ
ン
ス
型
と
類
似

し
て
い
る
。

以
上
か
ら
、
監
査
役
の
身
分
的
独
立
を
与
え
る
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
日
本
型
・
フ
ラ
ン
ス
型
・
イ
ギ
リ
ス
型
等
は
同
一
の
流

れ
の
な
か
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
四
つ
の
型
を
大
き
く
ア
メ
リ
カ
型
と
フ
ラ
ン
ス
類
似
型
の
二
つ
の
型
に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。本

稿
は
明
治
前
半
期
に
お
い
て
も
、
日
本
の
監
査
役
制
度
が
着
実
に
そ
の
歩
を
進
め
て
き
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
倉
沢
康
一
郎
教
授

は
、
日
本
の
「
商
法
上
の
監
査
役
制
度
は
世
界
に
類
例
を
見
な
い
独
自
の
も
の
で
あ（
１７
）

る
」
と
述
べ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
三
枝
一
雄
教
授

は
す
で
に
監
査
制
度
の
萌
芽
は
明
治
初（
１８
）

期
に
見
ら
れ
る
が
、「
わ
が
国
に
監
査
役
の
制
度
の
導
入
が
図
ら
れ
、
そ
の
構
想
が
具
体
化
し

た
の
は
、
ロ
エ
ス
レ
ル
商
法
草
案
に
お
い
て
で
あ（
１９
）

る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
法
的
に
は
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
実
際
に
明
治
初
期
か

ら
の
定
款
等
を
仔
細
に
検
討
す
れ
ば
、
会
社
の
役
員
を
別
々
に
選
出
す
る
方
法
（
日
本
型
、
渋
沢
栄
一
著
『
立
会
略
則
』
明
治
四
年
に

初
見
）
並
び
に
勘
定
方
（
監
査
役
―
引
用
者
）
へ
の
会
計
監
査
権
・
業
務
監
査
権
及
び
是
正
勧
告（
２０
）

権
等
の
付
与
が
、
三
井
銀
行
（
明
治

九
年
設
立
、
一
八
六
七
年
フ
ラ
ン
ス
会
社
法
を
模
範
と
し
て
定
款
作
成
）
定
款
に
は
じ
め
て
規
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
同
行
に
お
い
て

初
め
て
三
権
分
立
型
の
会
社
機
関
が
組
織
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
同
行
の
監
査
役
制
度
を
含
む
会
社
機
関
は
商
法
草
案
に
採
用
さ
れ
、
旧

商
法
に
引
き
継
が
れ
た
こ
と
が
一
連
の
流
れ
と
し
て
把
握
で
き
る
の
で
あ
る
。

特
に
、
こ
の
こ
と
は
筆
者
の
独
断
と
批
判
を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
八
六
七
年
フ
ラ
ン
ス
会
社
法
の
影
響
を
受
け
た
三
井
銀

行
（
明
治
九
年
設
立
）
の
定
款
類
こ
そ
が
、
現
在
に
つ
な
が
る
日
本
の
監
査
役
制
度
の
原
型
を
見
出
せ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
明
治

五
年
制
定
の
国
立
銀
行
条
例
に
よ
り
そ
の
設
立
が
不
認
可
の
ま
ま
で
あ
っ
た
同
行
が
、
一
般
の
条
例
制
定
が
な
さ
れ
る
ま
で
「
人
民
相
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対
を
以
て
営
業
す
べ
し
」
と
い
う
大
蔵
卿
の
指
令
に
基
づ
い
て
わ
が
国
最
初

の
私
立
銀
行
の
設
立
が
よ
う
や
く
認
可
さ
れ
た
時
の
同
行
を
と
り
ま
く
状
況

と
、
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
両
国
に
お
け
る
商
法
へ
の
監
査
役
制
度
導
入
の
契

機
と
な
っ
た
会
社
設
立
に
つ
い
て
の
許
可
主
義
か
ら
準
則
主
義
へ
の
政
策
転

換
の
時
と
は
類
似
す
る
状
況
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。
ロ
エ
ス
レ
ル
は
明
治

一
四
年
に
旧
商
法
草
案
の
起
草
の
委
嘱
を
受
け
、
明
治
一
七
年
に
こ
れ
を
完

成
さ
せ
た
。
彼
は
「
日
本
固
有
の
商
業
習
慣
は
敢
え
て
考
慮
し
て
い
な
い
」

（
商
法
草
案
脱
稿
報
告
書
、
司
法
省
『
ロ
エ
ス
レ
ル
氏
起
稿
商
法
草
案
』
下

巻
末
尾
）
と
言
い
、
日
本
独
自
の
三
権
分
立
型
の
会
社
機
関
を
構
想
し
た
と

し
て
い
る
が
、
同
時
期
に
は
、
既
に
日
本
独
自
の
会
社
機
関
及
び
そ
の
一
部

を
構
成
す
る
監
査
役
制
度
の
原
型
が
で
き
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ

る
。
ま
た
、
一
八
六
七
年
フ
ラ
ン
ス
会
社
法
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
同
行
に

お
け
る
監
査
役
の
是
正
勧
告
権
も
商
法
草
案
、
旧
商
法
及
び
昭
和
二
五
年
商

法
改
正
に
至
る
ま
で
影
響
を
与
え
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
旧
商
法
制
定
ま
で
は
「
監
査
役
」
な
る
用
語
は
全
く
使
用
さ
れ
て

お
ら
ず
、
監
査
役
の
職
務
を
果
た
す
役
職
名
と
し
て
表
―
１
（
調
査
会
社
数

は
一
四
〇
社
以
上
）
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
取
締
」
役
な
る
名
称
が
最

も
多
く
一
四
社
で
、
続
い
て
検
査
役
な
る
名
称
が
一
一
社
で
使
用
さ
れ
て
い

表―１監査役と同じ役割を持つ役職名

＊�取締役は取締を含む。�監督は総監督を含む。�会計と業務を分担している
時は両者に算入している。�監督役は監督も含む。�検査役は検査委員を含む。

支

配

人

１

理

事

１

委

員

１

３

１

監

事

１

１

２

幹

事

２

監

督

役

１

４

１

取

締

役

９

１

４

肝

煎

１

検

査

役

２

１

３

５

検

人

１

議

員

１

検

査

掛

１

２

監

定

役

１

検

閲

人

１

監
察
勘
定
方

２

頭

取

並

１２～６年

７～９年

１０～１２年

１３～１４年

１５～２２年
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表
―
２

資
本
金
額
と
監
査
役
制
度
の
関
係

資

本

金

明
治
元
年

〜
２
年

３
年
〜
４
年

５
年
〜
６
年

７
年
〜
８
年

９
年
〜
１０
年

１１
年
〜
１２
年

１３
年
〜
１４
年

１５
年
〜
１６
年

１７
年
〜
１８
年

１９
年
〜
２０
年

２１
年
〜
２３
年

６００
万
円
以
上

★
１

○
１

○
１

○
１

○
３

★
１

○
１

○
１

３００
万
円
以
上

１００
万
円
以
上

○
２
★
２

○
３

○
２
★
１

★
１

○
１
★
１

９０
万
円
以
上

８０
万
円
以
上

７０
万
円
以
上

６０
万
円
以
上

★
１

○
１

５０
万
円
以
上

○
１

○
２

★
１

４０
万
円
以
上

３０
万
円
以
上

○
２

２０
万
円
以
上

○
１

○
１

○
１
★
１

○
２

★
１

１０
万
円
以
上

○
１
★
２

★
１

○
３
★
２

○
１

○
１
★
１

○
１

１
万
円
以
上

★
１

○
２

○
７
★
２

○
８
★
６

★
２

★
４

○
１
★
４

○
２
★
２

５
千
円
以
上

★
２

★
１

１
円
以
上

★
１

★
３

★
２

○
２

★
２

★
１

資
本
金
不
明

★
１

★
１

○
１
★
５

○
１
★
１

○
３
★
５

○
２
★
２

★
９

★
１

★
１

○
１
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＊
�
表
―
２
に
お
け
る
○
は
監
査
役
あ
る
い
は
同
様
の
職
務
を
遂
行
す
る
役
職
が
、
会
社
内
に
お
い
て
�
株
主
総
会
に
お
い
て
正
副
社
長
と

は
別
に
投
票
に
よ
り
選
出
さ
れ
、
か
つ
社
長
を
含
む
重
役
等
の
不
正
に
対
し
て
臨
時
株
主
総
会
招
集
権
あ
る
い
は
総
会
に
報
告
す
る
計

算
書
類
の
正
確
さ
を
保
証
す
る
職
務
を
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
と
、
�
ア
メ
リ
カ
式
の
役
員
選
出
方
法
を
採
用
す
る
会
社
に
お
い
て
株

主
総
会
か
ら
選
出
さ
れ
た
取
締
役
（
あ
る
い
は
こ
れ
に
類
す
る
役
職
名
）
の
う
ち
監
査
役
の
職
務
を
果
た
す
た
め
に
正
副
社
長
等
の
不

正
を
監
察
し
、
会
計
を
検
査
す
る
と
と
も
に
、
取
締
役
会
あ
る
い
は
社
長
へ
の
意
見
の
陳
述
を
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
社
長

の
指
揮
命
令
を
受
け
な
い
場
合
を
意
味
し
て
い
る
。

ま
た
、
★
は
上
記
○
に
該
当
せ
ず
、
監
察
・
検
査
す
る
権
限
は
持
っ
て
い
て
も
社
長
の
指
揮
命
令
下
に
あ
る
等
の
場
合
を
意
味
し
て

い
る
。

�
例
え
ば
、
上
記
表
中
、
○
１
は
監
査
役
制
度
を
持
つ
会
社
数
が
１
社
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、
★
１
は
監
査
役
制
度
を
持
た
な
い

会
社
数
が
１
社
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

�
資
本
金
６００
万
円
以
上
の
部
分
に
は
条
例
あ
る
い
は
準
則
も
そ
の
数
に
含
ま
れ
て
い
る
。

�
資
本
金
不
明
の
欄
は
、
当
該
会
社
の
資
本
金
が
不
明
会
社
数
を
示
す
。

�
下
記
﹇
採
用
会
社
名
及
び
資
料
﹈
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
明
治
５
〜
６
年
は
「
・
」
記
号
ま
で
が
監
査
役
あ
る
い
は
こ
れ
と
同
様
の

職
務
を
果
た
す
役
職
が
規
定
さ
れ
て
い
る
会
社
（
上
記
表
中
○
印
）
を
表
示
し
、
同
記
号
以
下
は
監
査
役
を
持
た
な
い
会
社
（
上
記
表

中
★
印
）
を
表
示
し
て
い
る
。

＊
﹇
採
用
会
社
名
及
び
資
料
﹈
明
治
元
年
〜
２
年

通
商
会
社
、
為
替
会
社
（『
明
治
大
正
日
本
金
融
史
資
料
』
第
１
巻
、
昭
和
３０
年
）、

同
３
〜
４
年

久
居
義
社
（『
明
治
大
正
日
本
金
融
史
資
料
』
第
１
巻
、
昭
和
３０
年
）、

同
５
〜
６
年

陸
運
元
会
社
（『
内
国
通
運
株
式
会
社
発
達
史
』
大
正
７
年
）、
開
農
社
（『
東
京
市
史
稿
』
市
街
編
第
５４
巻

昭
和
３７
年
）、

第
一
国
立
銀
行
（『
第
一
銀
行
史
』
昭
和
３２
年
）、
関
西
鉄
道
会
社
（
三
井
文
庫
）、
丸
屋
商
社
（『
丸
善
百
年
史
」
昭
和
５５
年
）
・
東
京
銀
行
、

財
本
会
社
（『
明
治
大
正
日
本
金
融
史
資
料
』
第
１
巻
、
昭
和
３０
年
）、
島
村
勧
業
会
社
、
国
領
会
社
、
中
島
会
社
、
研
業
社
（『
群
馬
県
史
』

資
料
編
１７
）、
豊
後
国
産
社
（『
公
文
録
』
明
治
６
年
）、
横
浜
水
道
条
例
（『
神
奈
川
県
史
料
』
第
２
巻
）、
共
立
義
社
（『
茨
城
県
史
料
』
近

代
産
業
編
�
）、
抄
紙
会
社
（『
王
子
製
紙
社
史
』
第
１
巻
、
昭
和
３２
年
）

同
７
〜
８
年

丹
波
亀
岡
授
産
会
社
（
三
井
文
庫
）、
米
穀
相
場
会
社
創
立
準
則
（『
東
京
市
史
稿
』
市
街
編
第
５７
巻

昭
和
３７
年
）
・
船
積

運
漕
会
社
（『
和
歌
山
県
史
』
近
現
代
史
料
四
）、

同
９
〜
１０
年

三
井
銀
行
（
三
井
文
庫
）、
米
商
会
所
条
例
、
東
京
第
一
株
式
取
引
所
（
三
井
文
庫
）、
富
士
川
運
輸
会
社
（『
山
梨
県
史
』
第

４
巻
）、
第
一
五
国
立
銀
行
（『
三
井
銀
行
八
十
年
史
』
昭
和
３２
年
）、
荷
質
貸
付
会
社
（『
山
梨
県
史
』
第
４
巻
）、
共
睦
社
（『
茨
城
県
史
料
』

近
代
産
業
編
�
）、
大
阪
製
糖
会
社
（
大
阪
市
大
図
書
館
）、
常
陸
開
産
会
社
（『
茨
城
県
史
料
』
近
代
産
業
編
�
）
・
方
栄
社
（『
山
梨
県
史
』
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第
４
巻
）、
魚
会
社
（『
山
梨
県
史
』
第
４
巻
）、
多
満
会
社
（『
茨
城
県
史
料
』
近
代
産
業
編
�
）、
均
業
会
社
（『
長
野
県
史
』
近
代
史
料
編

第
５
巻
�
、
昭
和
５５
年
）、
弁
達
会
社
、
殖
産
会
社
、
開
農
社
（『
山
梨
県
史
』
第
４
巻
）、
宏
明
社
（『
東
京
海
上
８０
年
史
』）、

同
１１
〜
１２
年

盛
産
社
、
十
円
社
、
農
産
社
、
興
商
社
、
開
通
社
、
共
興
社
（『
山
梨
県
史
』
第
５
巻
）、
安
田
銀
行
（『
安
田
銀
行
６０
年
誌
』

１
９
４
０
年
）、
日
報
社
（『
東
京
市
史
稿
』
市
街
編
第
６１
巻
、
昭
和
３７
年
）、
正
商
会
社
（『
長
野
県
史
』
近
代
史
料
編
第
６
巻
�
、
平
成
２

年
）、
丸
家
銀
行
（『
丸
善
百
年
史
』
昭
和
５５
年
）、
桐
生
会
社
（『
群
馬
県
史
』
資
料
編
２３
近
代
現
代
７
、
昭
和
６０
年
）
・
東
京
海
上
保
険
会

社
（『
東
京
海
上
８０
年
史
』）、
貸
付
商
会
、
教
農
社
、
宝
来
社
、
製
紙
社
（『
山
梨
県
史
』
第
５
巻
）、
北
運
社
（『
東
京
市
史
稿
』
市
街
編
第

６９
巻
、
昭
和
３７
年
）、
就
産
社
（『
茨
城
県
史
料
』
近
代
産
業
編
�
）、
糸
井
蚕
業
会
社
（『
群
馬
県
史
』
資
料
編
２３
近
代
現
代
７
、
昭
和
６０
年
）

同
１３
〜
１４
年

日
本
鉄
道
株
式
会
社
（『
明
治
期
鉄
道
史
資
料
』
第
二
集
�
日
本
経
済
評
論
社
、
１
９
８
０
年
）、
責
任
有
限
丸
善
商
社
（『
丸

善
百
年
史
」
昭
和
５５
年
）、
明
治
生
命
保
険
会
社
（『
明
治
生
命
８０
年
史
』）、
新
富
演
劇
会
社
（『
東
京
市
史
稿
』
市
街
編
第
６６
巻
）、
常
陸
興

産
銀
行
、
常
陸
興
産
会
社
、
西
北
両
浦
魚
鳥
産
業
会
社
、
東
海
貯
蓄
銀
行
、（『
茨
城
県
史
料
』
近
代
産
業
編
�
）、
松
代
牧
畜
会
社
（『
公
文

類
聚
』
第
六
編
明
治
１５
年
第
６６
巻
）、
長
野
銀
行
（『
長
野
県
史
』
近
代
史
料
編
第
６
巻
・
、
平
成
２
年
）、
東
京
製
茶
会
社
（『
公
文
類
聚
』

第
六
編
明
治
１５
年
第
６３
巻
）、
成
愛
社
（『
群
馬
県
史
』
資
料
編
２３
近
代
現
代
７
、
昭
和
６０
年
）、
協
同
社
、
松
本
交
通
社
（『
長
野
県
史
』
近

代
史
料
編
第
６
巻
�
、
平
成
２
年
）、
セ
メ
ン
ト
製
造
会
社
（『
小
野
田
セ
メ
ン
ト
製
造
会
社
創
業
５０
年
史
』
ゆ
ま
に
書
房
）
・
内
国
砂
糖
大

会
社
（
大
市
大
図
書
館
）、
信
濃
貯
金
銀
行
、
貯
蓄
銀
行
（『
長
野
県
史
』
近
代
史
料
編
第
６
巻
�
、
平
成
２
年
）、
硫
酸
瓶
製
造
会
社
、
硫
酸

製
造
会
社
（
大
市
大
図
書
館
）、
弘
農
社
（『
茨
城
県
史
料
』
近
代
産
業
編
�
）、
千
川
水
道
会
社
（『
東
京
市
史
稿
』
市
街
編
第
６３
巻
、
昭
和

３７
年
）、
洋
傘
製
造
会
社
、
東
京
藍
会
社
（『
東
京
市
史
稿
』
市
街
編
第
６４
巻
、
昭
和
３７
年
）、
弘
輸
社
（『
公
文
類
聚
』
第
六
編
明
治
１５
年
第

６３
巻
）、
福
山
旧
藩
士
族
授
産
所
（『
公
文
類
聚
』
第
六
編
明
治
１５
年
第
６４
巻
）、
弘
沢
社
（『
茨
城
県
史
料
』
近
代
産
業
編
�
）、
新
橋
車
夫
会

社
（『
東
京
市
史
稿
』
市
街
編
第
６３
巻
、
昭
和
３７
年
）、
波
東
農
社
、
共
立
商
会
（『
茨
城
県
史
料
』
近
代
産
業
編
�
）、
殖
牛
社
、
美
作
牧
牛

会
社
（『
公
文
類
聚
』
第
六
編
明
治
１５
年
第
６４
巻
）、
日
東
保
生
会
社
（『
東
京
市
史
稿
』
市
街
編
第
６３
巻
、
昭
和
３７
年
）、
鼎
書
舎
（『
長
野
県

史
』
近
代
史
料
編
第
６
巻
�
、
平
成
２
年
）、
東
京
生
糸
商
会
（『
大
隈
文
書
』
早
大
社
会
科
学
研
究
所
、
１
９
５
９
年
）、
長
野
貯
蔵
銀
行
、

松
代
貯
積
銀
行
（『
長
野
県
史
』
近
代
史
料
編
第
６
巻
�
、
平
成
２
年
）

同
１５
〜
１６
年

東
北
鉄
道
会
社
（『
公
文
類
驟
』
第
六
編
明
治
１５
年
第
５５
巻
）、
共
同
運
輸
会
社
（『
公
文
類
驟
』
第
六
編
明
治
１５
年
第
５３
巻
）、

日
本
銀
行
（『
明
治
大
正
日
本
金
融
史
資
料
』
第
３
巻
、
昭
和
３２
年
）
・
新
発
田
石
炭
運
輸
会
社
（『
公
文
類
驟
』
第
六
編
明
治
１６
年
第
６４
巻
）、

信
濃
商
会
、
共
済
同
盟
社
（『
長
野
県
史
』
近
代
史
料
編
第
６
巻
�
、
平
成
２
年
）、

同
１７
〜
１８
年

大
湖
汽
船
会
社
（『
公
文
類
聚
』
第
８
編
商
事
）、
北
総
製
糸
会
社
（『
茨
城
県
史
料
』
近
代
産
業
編
�
）、
共
同
社
、
隠
岐
製

糖
会
社
（
明
治
１８
年
『
公
文
録
』
農
商
務
省
）、
東
京
瓦
斯
会
社
（『
東
京
瓦
斯
９０
年
史
』
昭
和
５１
年
）
・
日
本
郵
船
会
社
（『
日
本
郵
船
株
式

会
社
５０
年
史
』
昭
和
１７
年
）、
大
阪
商
船
会
社
（『
大
阪
商
船
株
式
会
社
８０
年
史
』
昭
和
４１
年
）、
大
阪
堺
間
鉄
道
会
社
（『
公
文
類
聚
』
第
８
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た
。
こ
の
こ
と
は
、
当
時
、
取
締
役
や
検
査
役
な
る
語
が
当
時
、「
法
律
や
規
則
に
違
反
し
な
い
よ
う
に
管
理
・
監
督
す
る
人
」
あ
る

い
は
「
適
不
適
・
異
常
の
有
無
等
を
あ
る
基
準
に
従
っ
て
調
べ
改
め
る
人
」
と
い
う
意
味
を
有
し
、
一
般
の
人
々
に
理
解
さ
れ
や
す
か

っ
た
事
情
を
反
映
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
翻
訳
者
が
ロ
エ
ス
レ
ル
の
商
法
草
案
を
翻
訳
す
る
際
に
周
知
の
ご
と
く「A

u
fsich

tsrat

」

を
「
監
査
役
」
と
せ
ず
「
取
締
役
」
と
し
た
の
は
、
翻
訳
者
自
体
が
「
監
査
役
」
な
る
用
語
を
知
ら
ず
、
そ
れ
ま
で
使
用
さ
れ
て
き
た

用
語
を
あ
て
は
め
た
と
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
表
―
２
は
明
治
元
年
か
ら
二
三
年
に
至
る
ま
で
の
会
社
の
資
本
金
と
監
査
役
の
有
無
の
関
係
を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
る
と
、
明
治
一
四
年
に
至
る
ま
で
は
資
本
金
一
万
円
以
上
（
資
本
金
不
明
の
会
社
を
除
く
）
の
会
社
の
多
く
が
監
査
役
制
度
を

保
持
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
明
治
一
五
年
以
降
に
な
る
と
次
第
に
資
本
金
一
万
円
未
満
の
会
社
に
お
い
て
も
監
査
役
制
度
を
保

持
す
る
会
社
が
出
現
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
明
治
一
四
年
に
至
る
ま
で
の
資
本
金
の
増
加
と
監
査
役
の
有
無
と
の
関
係
は
、
資
本

編
運
輸
門
二
、
明
治
１７
年
）、
共
興
社
、
開
栄
社
永
続
社
（『
長
野
県
史
』
近
代
史
料
編
第
６
巻
�
、
平
成
２
年
）、
大
阪
セ
メ
ン
ト
会
社
（
大

市
大
図
書
館
）、
大
成
社
（『
茨
城
県
史
料
』
近
代
産
業
編
�
）、
上
毛
繭
糸
改
良
会
社
（『
群
馬
県
史
』
資
料
編
２３
近
代
現
代
７
、
昭
和
６０
年
）

同
１９
〜
２０
年

山
陽
鉄
道
会
社
（『
明
治
期
鉄
道
史
資
料
』
第
二
集
�
―
�
、
日
本
経
済
評
論
社
、
１
９
８
０
年
）、
水
戸
鉄
道
会
社
（『
茨
城

県
史
料
』
近
代
産
業
編
�
）、
日
本
織
物
会
社
（『
群
馬
県
史
』
資
料
編
２３
近
代
現
代
７
昭
和
６０
年
）、
有
限
責
任
平
野
紡
績
会
社
、
大
阪
紙
会

社
（
大
市
大
図
書
館
）、
日
本
煉
瓦
会
社
（『
日
本
煉
瓦
１００
年
史
』
平
成
２
年
）、
京
都
織
物
会
社
（『
京
都
織
物
株
式
会
社
５０
年
史
』
昭
和
１２

年
）、
京
都
電
燈
会
社
（『
京
都
電
燈
５０
年
史
』
昭
和
１４
年
）、
群
馬
鉄
道
会
社
（『
群
馬
県
史
』
資
料
編
１９
）
・
大
阪
商
船
会
社
（『
大
阪
商
船

株
式
会
社
８０
年
史
』
昭
和
４１
年
）、
東
京
綿
商
社
（『
鐘
紡
百
年
史
』
昭
和
６３
年
）、
彰
真
社
（『
長
野
県
史
』
近
代
史
料
編
第
６
巻
�
、
平
成

２
年
）、
牛
会
社
、
第
一
煉
化
製
造
会
社
、
砥
石
会
社
、
岸
和
田
海
陸
運
輸
会
社
、
大
阪
船
舶
正
業
社
（
大
市
大
図
書
館
）、

同
２１
年
〜
２３
年

北
海
道
炭
鉱
鉄
道
会
社
（『
北
海
道
炭
鉱
汽
船
７０
年
史
』
資
料
の
部
、
昭
和
３３
年
）、
帝
国
生
命
保
険
会
社
（『
朝
日
生
命
８０

年
史
資
料
』
１
９
６
９
年
）、
有
限
責
任
石
川
島
造
船
所
（『
株
式
会
社
石
川
島
播
磨
重
工
業
社
史
』
１
９
９
２
年
）、
三
池
紡
績
会
社
（『
福

岡
県
史
』
近
代
資
料
編
、
綿
糸
紡
績
業
、
昭
和
６０
年
）、
有
限
責
任
日
本
コ
ー
ク
ス
製
造
会
社
、
大
阪
坩
堝
製
造
会
社
（
大
市
大
図
書
館
）
・

尼
崎
紡
績
会
社
（『
ニ
チ
ボ
ー
７５
年
史
』
昭
和
４１
年
）、
倉
敷
紡
績
所
（『
倉
敷
紡
績
百
年
史
』
１
９
８
８
年
）、
大
阪
製
糖
会
社
、
大
阪
盛
業

会
社
（
大
市
大
図
書
館
）、
蚕
種
大
盛
会
社
（『
長
野
県
史
』
近
代
史
料
編
第
６
巻
�
、
平
成
２
年
）
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金
の
増
加
に
と
も
な
う
出
資
者
の
拡
大
と
株
主
に
対
す
る
正
副
社
長
を
含
む
取
締
役
及
び
監
査
役
の
受
託
義
務
の
関
係
が
明
確
に
示
さ

れ
て
お
り
、
明
治
一
五
年
以
降
は
次
第
に
資
本
金
の
高
低
に
関
係
な
く
監
査
役
制
度
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
は
じ
め
、
そ
れ
が
採
用
さ

れ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
１
）

本
稿
と
関
連
す
る
論
文
と
し
て
既
に
「
一
九
世
紀
中
葉
欧
米
諸
国
の
会
社
法
に
お
け
る
監
査
役
制
度
―
明
治
前
期
に
お
け
る
監
査
役
制

度
に
与
え
た
影
響
―
」（『
大
阪
大
学
経
済
学
』
第
五
十
巻
第
二
・
三
号
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
）
及
び
「
日
本
に
お
け
る
監
査
役
制
度
の
生

成
に
つ
い
て
―
明
治
元
年
か
ら
一
四
年
ま
で
の
監
査
役
制
度
―
」（『
阪
大
法
学
』
第
五
三
巻
、
平
成
一
六
年
一
月
）
を
発
表
し
て
い
る
。

（
２
）

『
北
海
道
炭
鉱
汽
船
七
〇
年
史
』
資
料
の
部
四
〜
七
頁
。

（
３
）

こ
の
両
者
の
任
期
の
違
い
、
こ
と
に
検
査
役
の
任
期
が
短
い
こ
と
に
つ
い
て
梅
謙
次
郎
著
『
改
正
商
法
講
義
』（
明
治
二
六
年
有
斐
閣
・

明
法
堂
、
四
五
九
頁
）
に
は
「
監
督
を
主
と
す
る
者
は
却
っ
て
長
く
居
る
の
は
い
け
な
い
、
な
ぜ
か
な
れ
ば
自
然
取
締
役
と
懇
意
に
な
つ
て

種
々
の
弊
が
起
こ
る
の
で
す
、
甚
だ
し
き
に
至
つ
て
は
監
督
す
べ
き
監
査
役
と
監
督
せ
ら
る
べ
き
取
締
役
と
共
謀
し
て
善
か
ら
ぬ
こ
と
を
す

る
と
い
う
話
も
あ
る
、
そ
れ
故
に
成
る
べ
く
任
期
の
短
い
方
が
宜
い
と
い
う
考
え
か
ら
し
て
茲
に
一
年
の
差
を
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
い

ま
す
（
原
文
は
仮
名
漢
字
文
）」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
５
）
『
公
文
類
聚
第
六
編

明
治
一
五
年

第
五
三
巻

第
六
編

運
輸
門
二
』（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）、
宮
本
又
郎
・
阿
部
武
司
他
著
『
日

本
経
営
史
』
一
〇
二
頁
、
吉
田
準
三
著
『
日
本
の
会
社
制
度
発
達
史
の
研
究
』
三
四
頁
を
参
照
。

（
６
）

山
口
不
二
夫
著
『
日
本
郵
船
会
計
史
』
９
頁
（
白
桃
書
房
、
一
九
九
八
年
）。

（
７
）

山
口
不
二
夫
著
『
日
本
郵
船
会
計
史
』
９
頁
（
白
桃
書
房
、
一
九
九
八
年
）。

（
８
）

中
川
敬
一
郎
他
編
『
近
代
日
本
経
営
史
の
基
礎
知
識
』
七
〇
〜
七
一
頁
（
有
斐
閣
、
昭
和
４９
年
）、
山
口
不
二
夫
著
『
日
本
郵
船
会
計
史
』

九
〜
一
一
頁
（
白
桃
書
房
、
一
九
九
八
年
）、W

IL
L

IA
M

D
,W

R
A

Y
.,M

itsu
bish

ian
d

th
e

N
.N

.K
.,1870

―1914.1984.

等
を
参
照
。

（
９
）

『
日
本
郵
船
株
式
会
社
五
〇
年
史
』
六
三
〜
七
九
頁
（
昭
和
一
一
年
）。

（
１０
）

こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
、
青
木
茂
男
編
『
日
本
会
計
発
達
史
』
五
三
・
五
四
頁
（
片
野
一
郎
担
当
、
同
友
館
、
昭
和
五
一
年
）
に
お
い

て
、「
旧
商
法
（
明
治
二
六
年
一
部
実
施
）
が
実
施
さ
れ
る
前
の
時
点
に
政
府
は
同
社
（
日
本
郵
船
会
社
）
が
配
当
金
額
を
決
定
す
る
ま
で

日本における監査役制度の定着過程について
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に
政
府
に
会
計
報
告
書
（「
積
立
金
勘
定
」
―
実
質
は
項
目
別
の
処
分
済
利
益
剰
余
金
計
算
書
―
引
用
者
）
を
作
成
さ
せ
て
提
出
す
る
よ
う

に
し
、
見
事
な
財
務
諸
表
体
系
と
構
造
を
工
夫
し
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
財
務
諸
表
の
構
造
に
ま
で

政
府
の
補
給
金
が
影
響
を
与
え
て
い
る
。

（
１１
）

「
有
限
責
任
平
野
紡
績
会
社
定
款
」（
大
阪
市
立
大
学
図
書
館
所
蔵
）

（
１２
）

『
株
式
会
社
石
川
島
播
磨
重
工
業
社
史
』
２６５
頁
。

（
１３
）

『
株
式
会
社
石
川
島
播
磨
重
工
業
社
史
』
２６６
頁
。

（
１４
）

『
株
式
会
社
石
川
島
播
磨
重
工
業
社
史
』
２６８
頁
。

（
１５
）

な
お
、
現
代
法
制
資
料
編
纂
会
編
『
明
治
『
旧
法
』
集
』
国
書
刊
行
会
二
六
頁
、
商
法
第
一
九
二
条
監
査
役
の
職
分
に
つ
い
て
「
第
一

取
締
役
ノ
業
務
施
行
カ
法
律
、
命
令
、
定
款
、
及
ヒ
総
会
ノ
決
議
ニ
適
合
ス
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
監
視
シ
且
総
テ
其
業
務
施
行
上
ノ
過
愆
及
ヒ
不
整

ヲ
検
出
ス
ル
コ
ト
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
梅
健
次
郎
著
『
改
正
商
法
講
義
』（
明
治
二
六
年

有
斐
閣
・
明
法
堂
）
四
六
〇
〜
四
六
一

頁
に
よ
る
と
上
記
の
下
線
部
分
は
削
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
「
実
業
家
ノ
意
見
モ
ア
ツ
テ
斯
ク
マ
デ
ニ
監
査
役
ガ
取
締

役
ノ
事
務
ニ
干
渉
シ
テ
ハ
到
底
会
社
ノ
仕
事
ヲ
ス
ル
コ
ト
ハ
出
来
ナ
イ
ソ
レ
故
ニ
之
ヲ
省
イ
タ
方
ガ
宜
カ
ラ
ウ
ト
云
ウ
コ
ト
デ
削
ラ
レ
マ
シ

タ
、
私
共
ノ
考
ニ
ハ
尤
ノ
事
デ
ア
ラ
ウ
ト
思
ヒ
マ
ス
」
と
さ
れ
、
当
時
の
業
務
監
査
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
考
え
を
述
べ
ら
れ
て

お
り
、
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

（
１６
）

現
代
法
制
資
料
編
纂
会
編
『
明
治
『
旧
法
』
集
』
商
法
第
一
九
二
条
、
国
書
刊
行
会
二
六
頁
。

（
１７
）

倉
沢
康
一
郎
著
「
株
式
会
社
の
不
祥
事
と
監
査
役
・
会
計
監
査
人
の
機
能
」
三
〇
頁
（『
商
事
法
務
』
一
二
七
二
号
）。

（
１８
）

三
枝
一
雄
著
「
明
治
期
に
お
け
る
監
査
役
」
五
〜
六
頁
（『
月
刊
監
査
役
』
第
二
二
二
号
）。

（
１９
）

会
社
の
役
員
を
別
々
に
選
出
す
る
方
法
（
日
本
型
）、
勘
定
方
（
監
査
役
）
へ
の
会
計
監
査
権
・
業
務
監
査
権
の
付
与
及
び
そ
れ
ら
が
是

正
勧
告
権
に
と
ど
ま
る
こ
と
（
フ
ラ
ン
ス
型
）
等
。

（
２０
）

「
是
正
勧
告
権
」
と
は
「
監
察
会
員
ハ
管
理
者
ノ
行
ヒ
シ
所
為
ヲ
検
査
ス
ル
ヲ
職
務
ト
ナ
シ
之
ニ
指
図
ヲ
為
シ
得
ヘ
キ
ニ
非
ス
」
旧
太

政
官
商
法
編
纂
局
反
訳
『
仏
国
商
法
講
義
第
二
冊
』
二
八
三
頁
（
明
治
二
〇
年
）
の
規
定
を
意
味
し
て
い
る
。

論 説
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